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要望内容
 現在、２省庁にまたがる燃料電池自動車に関する事務手続きの在り方を一元
管理することも視野に入れ、合理化の検討をいただきたい。

これまでの経緯
【FCCJ】
 第5回、第１３回検討会において、要望内容についてご説明。
【経済産業省（高圧ガス保安室）・国土交通省】
 No.49 について、事業者の負担軽減の観点から、事務手続きの在り方につい
て両省において検討する（第５回、第１３回検討会）。

 No.56については、No.49やNo.54 と合わせ、制度全体の見直しの中で検討
していく（第１０回検討会）。

【委員コメント】
 制度全体に関わることは全て一括して見直しを進めていただくということで、
ご了解を得られたということにさせていただく（第１０回検討会）。

規制改革実施計画上の記載
燃料電池自動車に関する事務手続の在り方について、事業者の負担の観点から検
討を開始する。
（平成29年度検討開始：経済産業省、国土交通省）

No.49 燃料電池自動車に関する事務手続きの合理化
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